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（１）令和元年度後期高齢者医療制度の実施

状況等について
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令和元年度 後期高齢者医療制度の実施状況 

１．被保険者数 

表１ 被保険者数の推移 

年 度 
被保険者数（年間平均値*） 

（再掲、障害認定者数） 

伸び率 

（当年度／前年度） 

平成２２年度 
６０２，２４１人  

（２０，４１７人） 

３．３７％ 

（△６．９４％）

平成２３年度 
６２２，９９７人 

（１８，９７４人） 

３．４５％ 

（△７．０６％）

平成２４年度 
６４２，７８３人 

（１８，１４１人） 

３．１８％ 

（△４．３９％）

平成２５年度 
６５９，４２０人 

（１７，８７８人） 

２．５９％ 

（△１．４５％）

平成２６年度 
６７２，１２８人 

  （１７，９９７人） 

１．９３％ 

（ ０．６７％） 

平成２７年度 
６８９，７４８人 

  （１７，４６２人） 

２．６２％ 

（△２．９７％）

平成２８年度 
７１５，６０３人 

  （１６，５７３人） 

３．７５％ 

（△５．０９％）

平成２９年度 
７４２，０３３人 

（１５，８１３人） 

３．６９％ 

（△４．５９％）

平成３０年度 
７６４，４７７人 

（１５，３５９人） 

３．０２％ 

（△２．８７％）

令和 元年度 
７８７，３６９人 

（１４，２８６人） 

２．９９％ 

（△６．９９％）

＊3～2月の平均値 

表２ 令和元年度 月別、被保険者数 単位：人

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

合 計 779,312 781,488 783,077 784,232 785,971 787,601 789,083 

障害認定者数 14,967 14,873 14,729 14,596 14,469 14,360 14,221 

被扶養者 57,566 6,250 6,248 6,295 6,242 6,250 6,227 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 
（参考） 
３月 

（平均） 
3-2月

合 計 790,012 790,492 790,456 792,724 793,975 795,288 787,369 

障害認定者数 14,109 13,975 13,872 13,687 13,569 13,427 14,286 

被扶養者 6,223 6,196 6,198 6,124 6,086 6,001 10,492 

*各月末現在の被保険者数で計上
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２．医療給付費等 

（１）医療給付費

表３ 令和元年度医療給付費の状況 （千円） 

項 目 給付費 
（内訳） 

一 般 現役並み所得者 

療養諸費、高額療養諸費 

（審査支払手数料を除く） 
７５０，０７４，４８７ 712,264,941 37,809,546 

表４ 医療給付費の推移 

年 度 
給付費 
（千円） 

伸び率 
（当年度／前年度） 

平成２２年度 ５２３，００５，１３３ ７．２２％ 

平成２３年度 ５５１，２６９，６９４ ５．４０％ 

平成２４年度 ５７３，１８９，１６８ ３．９８％ 

平成２５年度 ５９７，３５６，０６７ ４．２２％ 

平成２６年度 ６１５，６６３，３２９ ３．０６％ 

平成２７年度 ６４７，５６７，６９１ ５．１８％ 

平成２８年度 ６６６，９９０，８４９ ３．００％ 

平成２９年度 ７０１，８０８，９５３ ５．２２％ 

平成３０年度 ７２０，３３７，６００ ２．６４％ 

令和 元年度 ７５０，０７４，４８７ ４．１３％ 

表５ 一人当たり医療給付費の推移 

年 度 
一人当たり医療給付費 

（円） 
伸び率 

（当年度／前年度） 

平成２２年度 ８６８，４３２ ３．７２％ 

平成２３年度 ８８４，８６８ １．８９％ 

平成２４年度 ８９１，７３０ ０．７８％ 

平成２５年度 ９０５，８８１ １．５９％ 

平成２６年度 ９１５，９９１ １．１２％ 

平成２７年度 ９３８，８４７ ２．５０％ 

平成２８年度 ９３２，０６８ △０．７２％

平成２９年度 ９４５，７９２ １．４７％ 

平成３０年度 ９４２，２６２ △０．３７％

令和 元年度 ９５２，６３４ １．１０％ 

（参考）料率算定時推計値 ９６７，４４２ 
(令和元年度実績値との差) 

１４，８０８円 
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（２）葬祭費

表６ 葬祭費の状況 

件 数 金 額 １件当たり 

平成２２年度実績 ３４，５０２件 １，７２５，０７５千円 

５０，０００円 

平成２３年度実績 ３５，３６８件 １，７６８，３２５千円 

平成２４年度実績 ３６，２４０件 １，８１２，０００千円 

平成２５年度実績 ３６，９２６件 １，８４６，３００千円 

平成２６年度実績 ３７，５５０件 １，８７７，５００千円 

平成２７年度実績 ３７，９７２件 １，８９８，６００千円 

平成２８年度実績 ３９，０８９件 １，９５４，４５０千円 

平成２９年度実績 ４０，１９１件 ２，００９，５５０千円 

平成３０年度実績 ４１，１９２件 ２，０５９，６００千円 

令和 元年度実績 ４１，２３３件 ２，０６１，６５０千円 

（３）健康診査

表７ 健康診査の状況 

対象者数 受診者数 受診率 
補助金交付額 

（精算後の額） 

平成２２年度実績 603,991人 74,517人 12.34％ 277,804千円 

平成２３年度実績 598,685人 79,858人 13.34％ 330,457千円 

平成２４年度実績 610,722人 85,764人 14.04％ 439,419千円 

平成２５年度実績 626,274人 93,243人 14.89％ 479,152千円 

平成２６年度実績 
医科 612,865人 98,159人 16.02％ 592,072千円 

歯科 143,029人 935人 0.65％ 3,576千円 

平成２７年度実績 
医科 566,105人 103,734人 18.32％ 622,849千円 

歯科 280,097人 4,574人 1.63％ 15,634千円 

平成２８年度実績 
医科 579,263人 111,083人 19.18％ 682,472千円 

歯科 358,380人 5,032人 1.40％ 20,049千円 

平成２９年度実績 
医科 605,166人 120,432人 19.90％ 710,740千円 

歯科 417,834人 5,889人 1.41％ 24,672千円 

平成３０年度実績 
医科 614,327人 127,616人 20.77％ 758,215千円 

歯科 408,415人 5,788人 1.42％ 26,107千円 

令和 元年度実績 
医科 631,932人 130,785人 20.70％ 783,459千円 

歯科 422,147人 6,016人 1.43％ 30,346千円 

＊受診率=受診者数／対象者数 

＊22年度の対象者数は、被保険者数の平均値（4～3 月） 

＊平成 23～令和元年度の対象者数は、4月 1日時点の被保険者数から対象外者を除いた数値 
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（４）人間ドック 

表８ 人間ドックの状況 

 人 数 該当市町 補助金交付額 

平成２２年度実績 ５８０人 ９市４町 １２，４７７千円 

平成２３年度実績 ７０７人 １０市５町 １５，２９２千円 

平成２４年度実績 １，２３６人 １４市５町 ２５，７３９千円 

平成２５年度実績 １，９８７人 １７市４町 ４４，３４２千円 

平成２６年度実績 ２，３８４人 １７市５町 ５３，８４０千円 

平成２７年度実績 ２，６２０人 １７市５町 ５５，８２３千円 

平成２８年度実績 ２，９４１人 １７市５町 ６８，２０７千円 

平成２９年度実績 ３，３６７人 １７市５町 ７０，６３１千円 

平成３０年度実績 ３，６３１人 １７市５町 ７０，６３１千円 

令和 元年度実績 ３，７９０人 １７市６町 ６５，６２２千円 
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３．保険料 

 

 (１) 保険料率 

表９ 保険料率の推移 

 均等割額 所得割率 

平成 20・21年度 ４３，９２４円／人 ８．０７％ 

平成 22・23年度 ４３，９２４円／人 ８．２３％ 

平成 24・25年度 ４６，００３円／人 ９．１４％ 

平成 26・27年度 ４７，６０３円／人 ９．７０％ 

平成 28・29年度 ４８，２９７円／人 １０．１７％ 

平成 30・令和元年度 ４８，８５５円／人 １０．１７％ 

令和 2・3年度 ５１，３７１円／人 １０．４９％ 

 

 

（２） 令和元年度一人当たり保険料額 

表 10 一人当たり保険料額 

 
(Ａ)平成 30・令和元年度 

   （料率算定時） 

(Ｂ) 令和元年度 

   （確定賦課時） 
(Ｂ)－(Ａ) 

一人当たり保険料額 

（軽減適用後） 
８０，０８５円 ８１，２４９円 １，１６４円 

 

 

（３） 保険料収納状況 

表 11 保険料収納状況 

年  度 平成３０年度 令和元年度 

現年分 

調定額 ６２，７４１，０１８千円 ６５，３６６，７４９千円 

収納額 ６２，４０９，０９７千円 ６５，０３９，６８４千円 

収入未済額 ３３１，９２１千円 ３２７，０６５千円 

収納率※ ９９．４７％ ９９．４９％ 

不納欠損額 ３１千円             ０円 

滞納 

繰越分 

調定額 ５９０，４９０千円 ５６９，６４７千円 

収納額 ２４６，９５２千円 ２３９，３５７千円 

収入未済額 ３４３，５３８千円 ３３０，２９０千円 

収納率※ ４１．８６％ ４２．０３％ 

不納欠損額 １０１，８９７千円 ９３，６７１千円 

※収納率：収納額／（調定額－居所不明者分調定額）×100 
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表 12 収納方法別保険料収納状況及び構成割合（現年分） 

年  度 平成３０年度 令和元年度 

普通 

徴収分 

調定額 ２６，７６９，１２３千円 ２７，４３３，７５２千円 

（構成割合） ４２．６７％ ４１．９７％ 

収納額 ２６，４３７，２０２千円 ２７，１０６，６８７千円 

（構成割合） ４２．３６％ ４１．６８％ 

収納率 ９８．７６％ ９８．８０％ 

特別 

徴収分 

調定額 ３５，９７１，８９５千円 ３７，９３２，９９７千円 

（構成割合） ５７．３３％ ５８．０３％ 

収納額 ３５，９７１，８９５千円 ３７，９３２，９９７千円 

（構成割合） ５７．６４％ ５８．３２％ 

収納率 １００．００％ １００．００％ 

 

 

（４） 保険料の軽減及び減免の状況 

表 13 保険料軽減対象被保険者数及び構成割合              （３月末現在） 

 ９割軽減 

※１ 
8.5 割軽減 ５割軽減 ２割軽減 

被扶養者に
係る軽減 

※２ 
所得割軽減 

平成 22 年度 137,546 人 82,782人 12,461 人 38,328人 70,939 人 50,045人 

（構成割合） 21.38％ 12.87％ 1.93％ 5.96％ 11.03％ 7.78％ 

平成 23 年度 142,020 人 89,880人 12,944 人 41,424人 70,278 人 53,145人 

（構成割合） 21.32％ 13.49％ 1.94％ 6.22％ 10.55％ 7.98％ 

平成 24 年度 146,674 人 96,241人 13,533 人 44,977人 69,323 人 56,303人 

（構成割合） 21.32％ 13.98％ 1.96％ 6.53％ 10.07％ 8.18％ 

平成 25 年度 148,467 人 100,624人 14,017 人 48,030人 67,340 人 58,305人 

（構成割合） 21.26％ 14.41％ 2.00％ 6.87％ 9.64％ 8.35％ 

平成 26 年度 151,593 人 106,525人 42,944 人 48,240人 65,856 人 61,242人 

（構成割合） 21.16％ 14.87％ 5.99％ 6.73％ 9.19％ 8.55％ 

平成 27 年度 156,635 人 112,957人 50,435 人 58,650人 64,615 人 65,868人 

（構成割合） 21.22％ 15.30％ 6.83％ 7.94％ 8.75％ 8.92％ 

平成 28 年度 158,987 人 119,995人 55,571 人 67,454人 63,733 人 70,116人 

（構成割合） 20.72％ 15.64％ 7.24％ 8.79％ 8.30％ 9.14％ 

平成 29 年度 161,000 人 127,357人 61,669 人 77,507人 62,344 人 74,719人 

（構成割合） 20.35％ 16.09％ 7.79％ 9.79％ 7.88％ 9.44％ 

平成 30 年度 163,067 人 134,096人 69,249 人 87,380人 61,352 人 0人 

（構成割合） 19.99％ 16.44％ 8.49％ 10.71％ 7.52％ 0％ 

令和元年度 164,108 人 140,651人 76,849 人 98,390人 40,062 人 0人 

（構成割合） 19.65％ 16.84％ 9.20％ 11.78％ 4.80％ 0％ 

※１ 令和元年度は８割軽減 

※２ 令和元年度以降は軽減を受けている被扶養者数となる。 

   （ただし、年度途中に被扶養者軽減から２割軽減となる被保険者は２割軽減欄と 

被扶養者に係る軽減数欄それぞれに 1人ずつ計上している。） 
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表 14 条例減免 

 
災害 所得激減 低所得 収監 

東日本 

大震災 

平成 30年 

7 月豪雨 
合計 

平成 

２２ 

年度 

件 数 537 件 214 件 127 件 6 件 ― ― 884 件 

減免額 7,066 千円 9,836 千円 1,660 千円 107 千円 ― ― 18,669 千円 

平成 

２３ 

年度 

件 数 495 件 202 件 217 件 30 件 29 件 ― 973 件 

減免額 9,618 千円 9,677 千円 2,416 千円 814 千円 1,268 千円 ― 23,793 千円 

平成 

２４ 

年度 

件 数 494 件 203 件 181 件 25 件 17 件 ― 920 件 

減免額 7,327 千円 11,179 千円 2,073 千円 549 千円 338 千円 ― 21,466 千円 

平成 

２５ 

年度 

件 数 107 件 219 件 215 件 34 件 1 件 ― 576 件 

減免額 3,439 千円 11,282 千円 2,476 千円 614 千円 4 千円 ― 17,815 千円 

平成 

２６ 

年度 

件 数 109 件 217 件 224 件 34 件 5 件 ― 589 件 

減免額 2,040 千円 12,056 千円 2,801 千円 292 千円 84 千円 ― 17,273 千円 

平成 

２７ 

年度 

件数 84 件 215 件 163 件 34 件 5 件 ― 501 件 

減免額 2,016 千円 12,000 千円 2,005 千円 867 千円 165 千円 ― 17,053 千円 

平成 

２８ 

年度 

件数 36 件 251 件 178 件 31 件 5 件 ― 501 件 

減免額 2,091 千円 14,569 千円 2,022 千円 804 千円 171 千円 ― 19,657 千円 

平成 

２９ 

年度 

件数 41 件 310 件 167 件 37 件 6 件 ― 561 件 

減免額 1,457 千円 18,218 千円 1,841 千円 642 千円 217 千円 ― 22,376 千円 

平成 

３０ 

年度 

件数 96 件 323 件 144 件 31 件 7 件 16 件 617 件 

減免額 2,397 千円 19,235 千円 1,584 千円 443 千円 332 千円 304 千円 24,295 千円 

令和 

元 

年度 

件数 95 件 408 件 143 件 40 件 7 件 6 件 699 件 

減免額 1,840 千円 22,806 千円 1,554 千円 600 千円 343 千円 18 千円 27,161 千円 

※端数処理の関係で減免額の合計額が合わない場合がある。 
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４．その他 

（１）医療費通知 

表 15 医療費通知の発送状況 

 年度合計 1回目 ２回目 

平成２２年度 1,124,609 件 556,584 件(10 月送付) 568,025 件(3 月送付) 

平成２３年度 1,169,061 件 579,445 件(10 月送付) 589,616 件(3 月送付) 

平成２４年度 1,207,917 件 598,404 件(10 月送付) 609,513 件(3 月送付) 

平成２５年度 1,243,368 件 618,842 件(10 月送付) 624,526 件(3 月送付) 

平成２６年度 1,269,737 件 632,093 件(10 月送付) 637,644 件(3 月送付) 

平成２７年度 1,304,722 件 647,574 件(10 月送付) 657,148 件(3 月送付) 

平成２８年度 1,353,346 件 669,807 件(10 月送付) 683,539 件(3 月送付) 

平成２９年度 1,436,352 件 697,065 件(10 月送付) 739,287 件(2 月送付) 

平成３０年度 1,516,884 件 754,635 件(10 月送付) 762,249 件(2 月送付) 

令和 元年度 1,556,573 件 779,236 件(10 月送付) 777,337 件(2 月送付) 

（２）レセプト点検（２次点検の状況） 

表 16 レセプト点検の状況 

 査定件数 査 定 額 

平成２２年度実績 53,113 件 145,955 千円 

平成２３年度実績 55,299 件 137,378 千円 

平成２４年度実績 47,988 件 110,313 千円 

平成２５年度実績 52,763 件 144,644 千円 

平成２６年度実績 66,695 件 211,310 千円 

平成２７年度実績 52,912 件 204,979 千円 

平成２８年度実績 84,946 件 235,297 千円 

平成２９年度実績 99,711 件 239,563 千円 

平成３０年度実績 86,799 件 173,731 千円 

令和 元年度実績 76,567 件 222,747 千円 

（３）ジェネリック医薬品利用差額通知 

表 17 ジェネリック医薬品利用差額通知の発送状況 

 １回目 ２回目 

発送月 対象者数 
自己負担 

軽減額 
発送月 対象者数 

自己負担 

軽減額 

平成２４年度実績 １１月 28,486 人 500 円以上 ２月 36,175 人 300 円以上 

平成２５年度実績 １１月 33,912 人 300 円以上 ２月 35,971 人 220 円以上 

平成２６年度実績 ６月 40,168 人 170 円以上 １１月 27,520 人 200 円以上 

平成２７年度実績 ６月 40,870 人 130 円以上 １１月 32,338 人 280 円以上 

平成２８年度実績 ６月 43,323 人 230 円以上 １１月 38,320 人 170 円以上 

平成２９年度実績 ６月 42,557 人 220 円以上 １１月 37,914 人 280 円以上 

平成３０年度実績 ６月 41,818 人 200 円以上 １１月 36,910 人 200 円以上 

令和 元年度実績 ６月 40,036 人 320 円以上 １１月 33,344 人 350 円以上 
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５．令和元年度後期高齢者医療特別会計決算状況 

 

（１） 令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算（案） 

（単位：千円） 

歳 入 歳 出 

款 項 収入済額 款 項 支出済額 

１ 市町支出金 140,184,404 １ 保険給付費 753,629,314 

 １ 市町負担金 140,184,404  １ 療養諸費 717,832,977 

２ 国庫支出金 252,007,728  ２ 高額療養諸費 33,734,687 

 １ 国庫負担金 190,401,324  ３ その他医療給付費 2,061,650 

 ２ 国庫補助金 61,606,404 ２ 特別高額医療費共同事業拠出金 297,085 

３ 県支出金 63,410,224  １ 特別高額医療費共同事業拠出金 297,085 

 １ 県負担金 63,410,224 ３ 保健事業費 1,055,697 

４ 支払基金交付金 312,116,936  １ 健康保持増進事業費 1,055,697 

 １ 支払基金交付金 312,116,936 ４ 公債費 0 

５ 特別高額医療費共同事業交付金 310,702  １ 公債費 0 

 １ 特別高額医療費共同事業交付金 310,702 ５ 諸支出金  19,858,208 

６ 繰入金 5,326,174  １ 償還金及び還付加算金 14,266,493 

 １ 一般会計繰入金 0  ２ 繰出金 183,615 

 ２ 基金繰入金 5,326,174  ３ 基金積立金 5,408,100 

７ 繰越金 19,653,631 ６ 予備費 0 

 １ 繰越金 19,653,631 １ 予備費 0 

８ 県財政安定化基金借入金 0   

 １ 県財政安定化基金借入金 0 

９ 諸収入  1,081,569   

 １ 延滞金、加算金及び過料 9,108 

 ２ 預金利子 8,032 

 ３ 雑入 1,064,429 

歳 入 合 計 794,091,368 歳 出 合 計  774,840,304 

 

（単位：千円） 

(A) 繰越金 19,251,064 

(B) 令和元年度精算額
（市町、国、県、支払基金） 

13,368,856 

(A)－(B)  

令和元年度決算剰余金 
5,882,208 
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（２） 給付費準備基金収支表 

 

（単位：円） 

収 入 支 出 

平成 30 年度末残高 12,315,269,272 特別会計繰入 

（保険給付費に充当） 
5,326,174,000 

給付費準備基金積立金 5,408,100,040 

合 計（Ａ） 17,723,369,312 合 計（Ｂ） 5,326,174,000 

 

令和元年度末残高（Ａ）－（Ｂ） ＝ 12,397,195,312 

※R2.3 末現在 
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（２）後期高齢者医療 医療費の動向について 
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1 後期高齢者医療　医療費の動向について

（実数）

増減 率（％） 増減 率（％）

788,700 766,474 22,226 2.9 17,457,374

合　計 806,927,451,393 776,560,366,643 30,367,084,750 3.9 合　計 162,712

入院 384,169,547,830 371,343,508,850 12,826,038,980 3.5 入院 78,042

入院外 235,729,930,040 226,922,964,430 8,806,965,610 3.9 入院外 46,938

歯科 32,903,243,270 31,354,998,500 1,548,244,770 4.9 歯科 6,149

調剤 128,182,526,280 122,049,801,050 6,132,725,230 5.0 調剤 26,374

食事・生活療養 19,262,124,033 19,044,026,863 218,097,170 1.1 食事・生活療養 4,215

訪問看護療養 6,680,079,940 5,845,066,950 835,012,990 14.3 訪問看護療養 995

合　計 25,678,779 24,856,232 822,547 3.3 合　計 52,430

入院 651,531 644,054 7,477 1.2 入院 1,412

入院外 13,503,011 13,137,999 365,012 2.8 入院外 27,702

歯科 2,203,930 2,080,630 123,300 5.9 歯科 4,319

調剤 9,254,808 8,935,096 319,712 3.6 調剤 18,897

食事・生活療養 623,679 616,279 7,400 1.2 食事・生活療養 1,336

訪問看護療養 65,499 58,453 7,046 12.1 訪問看護療養 99

合　計 40,524,613 40,011,523 513,090 1.3 合　計 83,129

入院 11,155,616 11,021,316 134,300 1.2 入院 24,698

入院外 24,592,698 24,436,850 155,848 0.6 入院外 49,246

歯科 4,191,753 4,040,421 151,332 3.7 歯科 8,332

調剤 12,119,465 11,816,354 303,111 2.6 調剤 24,484

食事・生活療養 28,122,193 27,808,115 314,078 1.1 食事・生活療養 61,917

訪問看護療養 584,546 512,936 71,610 14.0 訪問看護療養 853

（諸率）

増減 率（％） 増減 率（％）

合　計 1,023,111 1,013,159 9,952 1.0 合　計 932,054

入院 487,092 484,483 2,610 0.5 入院 447,044

入院外 298,884 296,061 2,823 1.0 入院外 268,870

歯科 41,718 40,908 810 2.0 歯科 35,222

調剤 162,524 159,235 3,288 2.1 調剤 151,075

食事・生活療養 24,423 24,846 -424 -1.7 食事・生活療養 24,142

訪問看護療養 8,470 7,626 844 11.1 訪問看護療養 5,700

合　計 3,255.8 3,242.9 12.9 0.4 合　計 3,003.3

入院 82.6 84.0 -1.4 -1.7 入院 80.9

入院外 1,712.1 1,714.1 -2.0 -0.1 入院外 1,586.8

歯科 279.4 271.5 8.0 2.9 歯科 247.4

調剤 1,173.4 1,165.7 7.7 0.7 調剤 1,082.5

食事・生活療養 79.1 80.4 -1.3 -1.7 食事・生活療養 76.5

訪問看護療養 8.3 7.6 0.7 8.9 訪問看護療養 5.7

合　計 1.58 1.61 -0.03 -2.0 合　計 1.59

入院 17.12 17.11 0.01 0.1 入院 17.49

入院外 1.82 1.86 -0.04 -2.1 入院外 1.78

歯科 1.90 1.94 -0.04 -2.1 歯科 1.93

調剤 1.31 1.32 -0.01 -1.0 調剤 1.30

食事・生活療養 45.09 45.12 -0.03 -0.1 食事・生活療養 46.35

訪問看護療養 8.92 8.78 0.15 1.7 訪問看護療養 8.62

合　計 19,912 19,408 504 2.6 合　計 19,573

入院 34,437 33,693 744 2.2 入院 31,598

入院外 9,585 9,286 299 3.2 入院外 9,531

歯科 7,850 7,760 89 1.1 歯科 7,380

調剤 10,577 10,329 248 2.4 調剤 10,772

食事・生活療養 685 685 0 0.0 食事・生活療養 681

訪問看護療養 11,428 11,395 32 0.3 訪問看護療養 11,672

※ 数値は４～３月診療分。（国民健康保険中央会医療費速報値ベース）

※ 日数 ： 調剤については調剤報酬明細書における処方箋枚数。 食事療養については入院時食事回数。

※ 受診率 ： 件数÷年間平均被保険者数×100

1日当たり
医療費（円）

1日当たり医
療費
（円）

平成30年度

1人当たり
医療費（円）

1人当たり医
療費
（円）

受診率 受診率

1件当たり
日数（日）

1件当たり日
数

（日）

日数
（日）

日数
（万日）

兵庫県 全国平均

令和元年度 平成30年度
対前年度

令和元年度
対前年度

年間平均被保険者数（人） 年間平均被保険者数（人）

医療費
（円）

医療費
（億円）

件数
（件）

件数
（万件）

兵庫県 全国計

令和元年度 平成30年度
対前年度

令和元年度 平成30年度
対前年度
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ジェネリック医薬品の普及・啓発について 

 

１ 背景 

 国は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、平成２５年４月「後発医薬品

のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定した。さらに平成２７年６月の閣

議決定において、平成２９年中にジェネリック医薬品の数量ベースのシェアを７０％

以上、平成３０～３２年度のなるべく早い時期に８０％以上を目標に後期高齢者医療

広域連合を始め、各医療保険者に普及啓発を推進するよう要請している。 

 この８０％目標の達成時期については、「経済財政運営と改革の基本方針 2019～

『令和』新時代：「Society5.0」への挑戦～」において、２０２０年（令和２年）９

月までの実現に向け取り組むとされている。 

 

２ 趣旨・目的 

 ジェネリック医薬品に関する正しい知識の普及と認知向上を図ることは、保険財政

の負担軽減及び被保険者の窓口負担の軽減の観点から有効であると考えられるため、

当広域連合においても普及啓発を実施している。 

 

３ 令和２年度における取り組み 

（１）ミニパンフレットによる普及・啓発 

後期高齢者医療制度のミニパンフレットにジェネリック医薬品の説明を記載し、

全被保険者に保険証と一緒に送付する。 

   発送時期 令和２年７月、及び毎月の被保険者証の発送時 

   対象者数 約 ９０６，０００人 

 

（２）ジェネリック医薬品差額通知の送付 

使用実績が多いジェネリック医薬品に切り替え可能な先発薬を利用している被

保険者を通知対象とし、差額通知を送付する。 

 発送時期 令和２年６月、令和２年１１月 

 対象者数 令和２年６月：３８，４４７人、１１月：約４０，０００人の予定 
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４ ジェネリック医薬品差額通知者に対する効果について 

（１）通知対象者 

平成３１年３月診療分データを基準とし、主に生活習慣病や長期服用が考えられる

医薬品を処方されている人のうち、月当たりの自己負担額の差額が３２０円以上軽減

される可能性のある被保険者を対象として令和元年６月１４日に４０，０３６人に差

額通知書を発送した。 

 

（２）第 1回目 効果額 

令和元年６月から１０月までのレセプトを対象に、通知対象者（４０，０８８人）

のうち、３月に処方された先発医薬品から、後発医薬品に切り替えた被保険者を抽出

し、実際に処方された数量に処方された先発医薬品と後発医薬品の差額を乗じて、医

療費削減額（保険者負担相当額）を計算した。また、切替者数としては、１医薬品で

も先発医薬品から後発医薬品に切り替えた被保険者を１として、計算を行った（１人

の被保険者が複数の切替を行ったとしても１人として計算）。 

 

（３）費用対効果 

第１回目の通知に要した費用が、約４５０万円で、切り替えた方の直近の６月～

１０月までの合計の医療費削減額（保険者負担相当額）としては、約３，７５９万

円が見込まれ、その差し引き額として、直近５か月分で約３，３０９万円の効果が

あったと考えられる。 

 

５ ジェネリック医薬品の数量ベースのシェアの推移 

 平成３０年２月 平成３１年２月 令和２年２月 

全国（全年齢） ７２．５％ ７７．５％ ８０．３％ 

兵庫広域 ６９．６％ ７４．５％ ７７．３％ 
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（参考） 

 

令和元年度 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 合計 

効果額（円） 4,750,416 7,428,618 7,481,459 8,914,122 9,021,305 37,595,920 

切替者数（人） 2,144 3,610 4,441 5,161 5,798 5,798 

切替率（％） 5.3 9.0 11.1 12.9 14.5 14.5 

※効 果 額：保険者負担相当額 

※切替者数：合計欄は、令和元年 6 月～10 月の間に一度でも切り替えたことがある人の実数 

※切替率：切替者数／通知対象者数（40,088 人） 

 

（参考）ジェネリック医薬品利用差額通知書発送状況 
 

1回目 2回目 

  発送月 対象者 自己負担軽減額 発送月 対象者 自己負担軽減額 

平成 25年度 11月 33,912人 300円以上 2月 35,971人 220円以上 

平成 26年度 6月 40,168人 170円以上 11月 27,520人 200円以上 

平成 27年度 6月 40,870人 130円以上 11月 32,338人 280円以上 

平成 28年度 6月 43,323人 230円以上 11月 38,320人 170円以上 

平成 29年度 6月 42,557人 220円以上 11月 37,914人 280円以上 

平成 30年度 6月 41,818人 200円以上 11月 36,910人 200円以上 

令和元年度 6月 40,036人 320円以上 11月 33,344人 350円以上 

令和２年度 6月 38,397人 320円以上 11月 40,000人 未定 
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（４）保健事業について 
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重複・頻回受診者訪問指導業務について 

 

1 目的 

重複・頻回受診傾向にある被保険者及びその家族に対して、保健師または １

年以上の実務経験を有する看護師が訪問し、療養上の日常生活指導及び受診に関

する指導並びに服薬指導等を行うことにより、被保険者の適正な受診を促し、も

って被保険者の傷病の早期治癒及び健康の保持増進を図るとともに、医療費の適

正化を図ることを目的とする。 

 

２ 訪問指導対象者及び実施方法等 

兵庫県内の後期高齢者医療の被保険者のうち、重複・頻回受診者をレセプト情

報等において、一定の条件を指定し、訪問指導候補者を抽出する。 

 

（１）対象者 

・重複受診者 

    ３か月連続して同一疾病で医療機関を３カ所以上受診している者 

  ・頻回受診者 

    ３か月連続して同一医療機関で受診が１５回以上である者 

    

（２）対象者数 

選定者１人について、原則２回の訪問指導を行う。令和２年度においては、

約５０人に訪問指導を行う予定。 

 

（３）訪問指導予定時期 

 １回目１０月～１１月頃、２回目１１月～１２月頃 

 

（４）実施方法 

専門事業者（株式会社ベネフィット・ワン）への委託により実施している。

訪問指導候補者を抽出し、その中から被保険者の意向を確認した上で訪問対象

者を選定する。 

１人の被保険者につき、原則として２回の訪問指導を行う。委託事業者は、

訪問指導を行った被保険者について、訪問指導票及び訪問指導報告書を作成。 

 

３ 令和元年度訪問指導事業の報告 

平成３０年１２月診療分から２月診療分までの３か月のレセプト情報を基に、

重複・頻回受診者の要件を満たす対象者について、兵庫県全域（４１市町）を対

象に訪問指導候補者を６２１名抽出。被保険者の意向を電話で確認した上で、令

和元年８月～令和元年１０月に、重複・頻回受診者２２６名に訪問指導を実施し

た。 
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令和元年度重複・頻回受診者の結果について

１. 訪問指導事業の対象者について

① 地域

県民局 市町名 人数 人数計 年齢 性別 人数 人数計

東灘区 2

灘区 3

中央区 2

兵庫区 17

長田区 8

須磨区 3

垂水区 8

北区 2

西区 12

北須磨支所 5

尼崎市 14

西宮市 6

伊丹市 7

宝塚市 1

川西市 1

明石市 15

加古川市 13

播磨町 2

高砂市 7

稲美町 1

姫路市 27

市川町 4 ③ 所得区分

福崎市 1 人数

西脇市 6 217

三木市 1 9

小野市 2 226

加東市 1

加西市 6

多可町 1

相生市 3

たつの市 5

赤穂市 9

宍粟市 1

太子町 4

佐用町 1

丹波市 2

丹波篠山市 2

豊岡市 15

朝来市 1

香美町 1

新温泉町 1

淡路市 2

南あわじ市 1

合計 226

合 計

18

丹波 4

淡路

226

女

女 8

男 42

75

女 33

77

男 131

女 22

62

男

95

② 年齢＋性別

男 4

81～85歳

男 45

女 32

76～80歳

75歳以下

86～91歳

合計

阪神北 9

阪神南 20

40

 1割

3

 3割（現役並みの所得者）

12

西播磨 18

負担割合

但馬

北播磨 17

62神戸

東播磨 38

中播磨 32
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人数 人数計

1 1

1 1

2 2

⑤ 頻回の要因になった疾病

人数 人数計

3

2

4

1

6

2 2

1

25

4

1

1

1

1

7

1

1 1

4

3

6

41

3

8

11

7

55

9

2 2

3

6

2 2

3 3

224 224

不明 不明

合計

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の
外因の影響

その他の損傷及びその他の外因の影響
9

骨折

ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード 人工関節

腰痛症及び坐骨神経痛

骨の密度及び構造の障害

脊椎障害（脊椎症を含む）

椎間板障害

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所
見で他に分類されないもの

Ⅻ皮膚及び皮下組織の疾患 その他の皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患

147

その他の脊柱障害

炎症性多発性関節障害

関節症

頚腕症候群

肩の障害＜損傷＞

Ⅹ 呼吸器系の疾患
アレルギー性鼻炎

2
慢性閉塞性肺疾患

ⅩⅠ 消化器系の疾患

アルコール性肝疾患

10
その他の消化器系の疾患

胃炎及び十二指腸炎

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

Ⅶ 眼及び付属器の疾患 その他の眼及び付属器の疾患

Ⅸ 循環器系の疾患

その他の心疾患

30高血圧性疾患

脳梗塞

5
真菌症

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患

その他の内分泌，栄養及び代謝疾患

11甲状腺障害

糖尿病

Ⅰ感染症及び寄生虫症
ウイルス肝炎

IX　循環器系の疾患 高血圧性疾患

合計

分類 疾病名

④ 重複の要因になった疾病

分類 疾病名

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患 糖尿病
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２．訪問指導後の状況について

① 頻回対象医療機関への外来に係る診療日数推移

【訪問前】 （単位：人）

診療月 １０日以下
１１日以上
１４日以下

１５日以上
２０日以下

２１日以上 計

H30.12 0 0 115 112 227

H31.1 0 0 144 84 228

H31.2 0 0 140 85 225

【訪問後】 （単位：人）

診療月 １０日以下
１１日以上
１４日以下

１５日以上
２０日以下

２１日以上 計

R1.12 29 26 64 83 202

R2.1 34 34 81 50 199

R2.2 36 22 72 61 191

②重複受診に係る受診医療機関数推移

【訪問前】 （単位：人） 【訪問後】 （単位：人）

診療月 ２カ所以下 ３カ所以上 計 診療月 ２カ所以下 ３カ所以上 計

H30.12 0 2 2 R1.12 1 1 2

H31.1 0 2 2 R2.1 1 1 2

H31.2 0 2 2 R2.2 1 1 2

③令和元年12月～令和2年 2月において、１月あたりの平均診療実日数が15日以上ある被保険者の疾病

人数 人数計

3 3

3

1

5

1 1

1 1

1

18

2

4 4

1 1

4

2

3

21

3

5

6

4

35

3

1 1

1

3

1 1

3 3

135 135

ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード 人工関節

不明 不明

合計

ⅩⅧ 症状，徴候及び異常臨床所見・
       異常検査所見で他に分類されな
       いもの

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの

ⅩⅨ 損傷，中毒及びその他の
外因の影響

その他の損傷及びその他の外因の影響
4

骨折

86

その他の脊柱障害

炎症性多発性関節障害

関節症

頚腕症候群

肩の障害＜損傷＞

腰痛症及び坐骨神経痛

骨の密度及び構造の障害

脊椎障害（脊椎症を含む）

椎間板障害

Ⅺ 消化器系の疾患 胃炎及び十二指腸炎

Ⅻ皮膚及び皮下組織の疾患 その他の皮膚及び皮下組織の疾患

ⅩⅢ 筋骨格系及び結合組織の疾患

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患

Ⅸ 循環器系の疾患

その他の心疾患

21高血圧性疾患

脳梗塞

9甲状腺障害

糖尿病

Ⅶ 眼及び付属器の疾患 その他の眼及び付属器の疾患

Ⅵ　神経系の疾患 その他の神経系の疾患

分類 疾病名

Ⅰ 感染症及び寄生虫症 ウイルス肝炎

Ⅳ 内分泌，栄養及び代謝疾患

その他の内分泌，栄養及び代謝疾患
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服薬情報通知事業について 

 

１ 目的 

被保険者の重複・多剤服薬による有害事象のリスクを低減させるため適正な服薬を促し、も

って健康状態の増進を図ることを目的に、重複・多剤服薬の傾向のある被保険者が医師・薬剤

師から適切な服薬支援を受けることを促す。 

 

・「重点化するべき取組」として「多医療機関受診等により服用する薬が多い場合や、薬の管理に関する

困りごとを抱える者に対し、適正な服薬のための相談や指導を実施」（「高齢者の特性を踏まえた保健事

業ガイドライン」より） 

・フレイルと疾病の関係として、糖尿病や心血管疾患などの生活習慣病の発症や多剤服用などは、フレイ

ルのアウトカムであると同時にその原因にもなり得ると言われている。これらの対策は医療保険者の取

組としてより重要となる。具体的には、疾病の重症化・再発、入院の防止や多剤服用による有害事象の

回避（服薬管理）などが考えられる。（「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第２版」より） 

・「加齢に伴う生理的な変化によって薬物動態や薬物反応性が一般成人とは異なることや複数の併存疾患

をそれぞれ治療するために投与された薬剤同士で薬物相互作用が起こりやすく、薬物有害事象が問題と

なりやすい。」（「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（平成 30 年 5 月 29 日、厚労省の高齢者医

薬品適正使用検討会）より） 

 

２ 取組の概要 

重複・多剤服薬の傾向がある被保険者に対して、３か月の間に当該被保険者に処方された薬

剤の情報が掲載された通知書を送付し、この通知をもって医師・薬剤師に服薬に関する相談を

行うことを促す。 

 

県医師会及び２市の医師会・薬剤師会からの意見を踏まえて２月分で内容修正 

 ≪医療機関や薬局への「お知らせ」周知における服薬中断の注意喚起内容を追加≫ 

  「なお、治療の必要性から医学的な判断により、同じ効能の薬などが処方されている場合がありま

すので、ご自身の判断で服用を中断せず、医師や薬剤師に相談してください。」を新たに追加。 

 ≪委託実施及び個人情報の管理の内容を追加≫ 

  「この「お知らせ」の作成・送付等にかかる業務は、兵庫県後期高齢者医療広域連合が㈱データホ

ライゾンに委託しており、皆さまの個人情報を適正に管理する義務を課しています。」を新たに追

加。 

 

３ 実施方法 

専門事業者（株式会社データホライゾン）への委託により実施している。 
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４ 対象者の抽出基準 

伊丹市及び宝塚市（※）の後期高齢者医療被保険者のうち、下記（１）から（３）のいず

れかの条件に該当した者。ただし、（４）の条件に該当する者は対象外とする。 

（１）併用禁忌とされている医薬品が処方されている 

・複数の医療機関から同じ期間に併用禁忌とされた医薬品が処方されている者。 

（２）成分、または効能・効果が重複する医薬品（注射薬除く）が処方されている 

・同じ期間内に、複数の医療機関から同じ成分、または効能・効果の医薬品（注射薬を除 

く）が処方されている者。 

（３）８種類以上の医薬品（内服薬）が処方されている 

・同じ期間内に複数医療機関から１４日間以上の内服薬が８種類以上処方されている者。 

（４）対象除外者  

以下のいずれかに該当する被保険者を除外者とします。 

・抽出対象となった診療年月に入院していたことがある者 

・レセプトの傷病名に「がん」「精神疾患」「難病」または「認知症（※）」が含まれる者 

（※）ただし、アルツハイマー型認知症、アルツハイマー型老年認知症は除きます。 

・公費負担者番号（法別番号）に「１類感染症」「適正医療」「措置入院」「育成医療」「更生医療」

「精神通院医療」「麻薬及び向精神」「特定医療」「特定疾患」または「肝炎」が含まれている者 

・人工透析を行っている者         ・県外居住者 

 

５ 通知時期及び件数 

令和元年度 年２回 
令和元年８月 ２，００１件 （伊丹）928 件（宝塚）1,073 件 

令和２年２月   ９８０件 （伊丹）433 件（宝塚）547 件 

令和２年度 年１回 令和２年９月 ２，０００件 

 

６ 実施方法 【服薬情報通知事業のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師へ 

 

 

②お知らせを医
師または薬剤
師へ持参 

 

薬剤師が相談に対応 

 

 

 

③医師と薬剤師との連携 

対象者の服薬状況を聴き取りの
うえ、医師と情報連携等を行う。 

④医師が薬の処方を変更

連携 処方変更の必要性に応じ
て、服薬内容を見直す 

広域連合 

①薬剤の見直しが必要と
思われる方へお知らせ
を送付 

医師（病院） 

薬剤師（薬局） 
薬剤師へ 

対象者へ現状の服薬状況を伝
えるとともに、医療機関への
相談を促す 
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７ 効果測定（１回目）  
 

通知者数累計（実人数） 効果測定対象者※ 割合 

2,001 1,879 93.9% 

 

 医薬品種類数 

（削減人数） 
重複服薬 相互作用 

（禁忌） 
慎重投与 

改善数 538 244 8 149 

母数 1,879 423 9 1,476 

※通知作成月の基準月（７月分（５月診療分））と効果確認月の基準月（２月分（１２月診療分））

に服用している医薬品を比較して効果測定します（最大４か月のレセプトを比較）。 

効果確認月の基準月にレセプトがない人は対象外となります。 

 

８ 今後について  

事業の効果検証（２回分）の結果及び令和３年度高齢者と介護予防の一体的実施における

高齢者に対する個別的支援事業（重複投与者等への相談・指導）の取組予定状況より、当広

域連合の自主事業のあり方を踏まえ、次年度以降の事業継続の可否を判断します。 
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 健康診査
対象者数

（人）
　　　　Ａ

 健診受診
者数
（人）

　　　　　Ｂ

受診率
（％）

　　Ｃ＝Ｂ／Ａ

 歯科健康診査
対象者数

（人）
　　　　Ｄ

 歯科健康診査
受診者数

（人）
　　　　　Ｅ

受診率
（％）

　　Ｆ＝Ｅ／Ｄ

1 神戸市 135,712       20,965        15.45% 17,921        1,044          5.83%

2 姫路市 65,801        21,313        32.39% 65,801        81              0.12%

3 尼崎市 59,108        8,103          13.71% 59,108        124            0.21%

4 明石市 28,230        1,563          5.54% 38,880        5                0.01%

5 西宮市 52,999        19,700        37.17% 8,191          1,291          15.76%

6 洲本市 7,545          1,055          13.98% 7,545          81              1.07%

7 芦屋市 12,947        4,460          34.45% 13,247        28              0.21%

8 伊丹市 24,985        6,191          24.78% 24,985        63              0.25%

9 相生市 5,034          971            19.29% 5,034          48              0.95%

10 豊岡市 14,467        2,680          18.52% 1,002          23              2.30%

11 加古川市 13,349        2,063          15.45% 5,459          519            9.51%

12 赤穂市 7,377          1,391          18.86% 7,377          13              0.18%

13 西脇市 6,849          1,243          18.15% 6,849          304            4.44%

14 宝塚市 32,195        9,790          30.41% 32,195        44              0.14%

15 三木市 11,999        1,893          15.78% 11,999        364            3.03%

16 高砂市 11,708        1,312          11.21% 1,887          167            8.85%

17 川西市 24,097        4,643          19.27% 24,097        59              0.24%

18 小野市 6,198          706            11.39% 6,198          18              0.29%

19 三田市 11,558        2,446          21.16% 1,653          116            7.02%

20 加西市 6,758          1,639          24.25% 6,758          44              0.65%

21 丹波篠山市 7,242          812            11.21% 895            123            13.74%

22 養父市 4,706          769            16.34% 4,706          72              1.53%

23 丹波市 6,576          538            8.18% 1,502          205            13.65%

24 南あわじ市 8,166          1,632          19.99% 8,166          209            2.56%

25 朝来市 5,252          1,017          19.36% 355            80              22.54%

26 淡路市 9,014          1,085          12.04% 9,014          37              0.41%

27 宍粟市 6,130          1,404          22.90% 6,130          24              0.39%

28 加東市 3,290          740            22.49% 3,290          47              1.43%

29 たつの市 10,724        1,981          18.47% 10,724        64              0.60%

30 猪名川町 3,743          1,486          39.70% 3,743          99              2.64%

31 多可町 2,626          521            19.84% 487            72              14.78%

32 稲美町 1,866          284            15.22% 695            138            19.86%

33 播磨町 1,734          287            16.55% 4,396          177            4.03%

34 市川町 2,243          492            21.93% 2,243          9                0.40%

35 福崎町 2,432          486            19.98% 2,432          19              0.78%

36 神河町 1,966          454            23.09% 1,966          12              0.61%

37 太子町 3,859          562            14.56% 3,770          27              0.72%

38 上郡町 2,579          489            18.96% 2,579          52              2.02%

39 佐用町 3,585          393            10.96% 3,585          73              2.04%

40 香美町 3,570          753            21.09% 3,570          22              0.62%

41 新温泉町 1,713          473            27.61% 1,713          19              1.11%

631,932 130,785 20.70% 422,147       6,016          1.43%

※　数値は、令和元年６月現在

令和元年度　健康診査及び歯科健康診査　実績　（各市町）

市町

健康診査  歯科健康診査

市町合計
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（５）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な

実施について 
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令和２年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について 

 

高齢者の保健事業と介護予防等との一体的な実施を効果的かつ効率的に進めるため、広

域連合においては、域内の構成市町と十分に協議した上で、広域計画に構成市町との連携

に関する事項を定め、当該広域計画に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律第 125 条

の２第１項の規定により広域連合が市町に高齢者保健事業の一部を委託し、委託を受けた

市町は次の医療専門職を配置して交付要件に沿って行うものとし、広域連合が市町に交付

する委託事業費により支援します。  

事業実施においては、後期高齢者の保健事業全体のコーディネートやデータ分析、通い

の場への積極的な関与などを推進するため、医療専門職を配置し、個別のアプローチに加

え、通いの場等で健康相談等を実施することが求められています。この医療専門職の配置

にかかる費用（人件費・その他経費）は、広域連合が市町へ交付し、その財源には特別調

整交付金（３分の２）と保険料（３分の１）が充てられます。  
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【兵庫県における取組状況】 

兵庫県において、令和２年４月１日に高齢者の保健事業と介護予防等との一体的実施にか

かる高齢者の医療の確保に関する法律の規定が施行されることに伴い、兵庫県後期高齢者医

療広域連合第３次広域計画（令和２年４月改定）の規定に基づき、令和２年４月から当広域

連合と委託契約を締結して一体的実施に取り組む市町は、神戸市、洲本市、相生市、豊岡市、

西脇市、淡路市、たつの市及び香美町の７市１町になります。  

また、年度途中からの実施は南あわじ市の１市になり、令和２年度における実施市町は８

市１町になります。 

   

（企画・調整を担当する医療専門職）  

 ・市町において、ＫＤＢシステムを活用し医療レセプト・健診（後期高齢者の質問票の回

答を含む。）・介護レセプトのデータ等の分析を行い、一体的実施の事業対象者の抽

出、地域の健康課題の把握、事業の企画・調整・分析・評価等を行う保健師等の医療専

門職を配置します。上記の業務を実施するため、年間を通じて当該業務に従事する医療

専門職の配置に必要な費用（人件費）として、委託事業を実施する市町村毎に交付基準

額５，８００千円（交付基準額に満たない額の場合はその額）を上限（国：特別調整交

付金３分の２、広域連合：保険料財源３分の１）として交付します。  

 

（地域を担当する医療専門職）  

・市町内の各地域（日常生活圏域（介護保険法第 117 条第２項第１号に規定により当該市

町が定める区域）において、通いの場等への積極的な関与や個別訪問等の支援を行う医

療専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等

等）を配置します。 

上記の業務を各市町内の各地域において年間を通じて適切に実施するため、当該業務に

従事する医療専門職の配置等に必要な費用として、次のア及びイのとおり交付します。  

ア 人件費 

委託事業を実際に実施する日常生活圏域毎に交付基準額３，５００千円（交付基準

額に満たない額の場合はその額）を上限（国：特別調整交付金３分の２、広域連合：

保険料財源３分の１）として交付します。  

※同一の医療専門職が複数の日常生活圏域の事務に従事することは差し支えない。この

場合、人件費に係る交付額は、実際の配置に基づき要した費用をもとに算定します。  

イ その他経費 

委託事業を実際に実施する日常生活圏域毎に、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃

借料、物品購入費等として、交付基準額５００千円（交付基準額に満たない額の場合は

その額）を上限（国：特別調整交付金３分の２、広域連合：保険料財源３分の１）とし

て交付します。 
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≪高齢者に対する個別的支援≫  ※次のア～ウのいずれか一つを実施  

医療専門職が、ＫＤＢシステムを活用し、低栄養防止・重症化予防等を行うための訪問相談、

適正受診等の促進のための訪問指導、健康状態が不明な高齢者等に対するアウトリーチ支援等

を実施する必要があります。 
  

高齢者に対する個別的支援 

（ハイリスクアプローチ） 

神

戸

市 

洲

本

市 

相

生

市 

豊

岡

市 

西

脇

市 

淡

路

市 

た

つ

の

市 

香

美

町 

南
あ
わ
じ
市 

ア低栄養防止・重症化予防

の取組 
 
（a）栄養・口腔・服薬に関わ 

る相談・指導 
 
（b）生活習慣病等の重症化

予 

防に関わる相談・指導 

低栄養 〇   〇 〇   〇  

口腔機能  〇  〇 〇   〇  

服薬          

重症化 
（糖尿病性腎症） 

〇 〇 〇 〇    〇 〇 

重症化 
（生活習慣病）  〇 〇 〇 〇     

イ重複・頻回受診者、重複投薬者等への 

相談・指導の取組 
      〇   

ウ健康状態が不明な高齢者の状態把握、

必要なサービスへの接続  
  〇 〇 〇 〇  〇  

 

≪通いの場等への積極的な関与≫ 

通いの場等において、ＫＤＢシステム等により把握した地域の健康課題をもとに、医療専

門職が健康教育・健康相談、後期高齢者の質問票の活用及び健診や医療の受診勧奨や介護サ

ービスの利用勧奨等をすべて実施する必要があります。 
  

通いの場等への積極的な関与 

（ポピュレーションアプローチ） 

神

戸

市 

洲

本

市 

相

生

市 

豊

岡

市 

西

脇

市 

淡

路

市 

た

つ

の

市 

香

美

町 

南
あ
わ
じ
市 

通いの場等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 ショッピングセンター及びその他等  〇  〇  〇  〇  
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